
本編 第４編 第２章 林野火災対策計画 

頁 現計画 修正案 
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第２節 応急対策 

第１・第２ [略] 

第３ 実施要領 

１ 通報連絡体制 

[略] 

[別図] 

 

 

 

 

第２節 応急対策 

第１・第２ [略] 

第３ 実施要領 

１ 通報連絡体制 

[略] 

[別図] 

 

 

修正 

理由 

 

○県組織改編に伴う修正 



本編 第４編 第２章 林野火災対策計画 

 [現計画] 

 

 通報連絡体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [修正案] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○県組織改編に伴う修正 

発見者 消 

防 

機 

関 

県（総合防災

室） 

消防庁 

(応急対策室) 

陸上自衛隊 

岩手駐屯地 

関係行政

機関（森

林管理署

等） 

消防学校（防災センター） 

警察本部 

県関係各課 

広域振興局 

防災航空センター 隣接市町村 

森林組合等 

警察署 

発見者 消 

防 

機 

関 

県（復興防災

部） 

消防庁 

(応急対策室) 

陸上自衛隊 

岩手駐屯地 

関係行政

機関（森

林管理署

等） 

消防学校（防災センター） 

警察本部 

県関係各課 

広域振興局 

防災航空センター 隣接市町村 

森林組合等 

警察署 



本編 第４第５章 原子力災害対策計画 

頁 現計画 修正案 
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第３節 災害応急対策計画 

第１ 活動体制計画 

１～３ [略] 

第２ 特定事象発生情報等の伝達計画 

１・２ [略] 

３ 実施要領 

 (1) 伝達系統 

[略] 

【特定事象発生情報等伝達系統図】 

[別図] 

(2)・(3) [略] 

第３～第５ [略] 

第６ 避難・影響回避計画 

１ [略] 

２ 実施機関（責任者） 

 (1) 避難指示等 

実 施 

機 関 
担 当 業 務 

町本部

長 

１ 地域住民、滞在者その他の者

に対する避難のための立退き又

は屋内への退避の指示 

[略] 

 

県本部

長 

１ [略] 

２ 必要と認める地域の居住者、

滞在者その他の者に対する避難

のための立退き又は屋内への退

避の指示 

[略] 

釜石海

上保安

部 

１ 必要と認める地域の居住者、

滞在者その他の者に対する避難

のための立退き又は屋内への退

避の指示 

[略] 

[略] [略] 

 (2)・(4) [略] 

３・４ [略] 

第７ [略] 

 

 

第３節 災害応急対策計画 

第１ 活動体制計画 

１～３ [略] 

第２ 特定事象発生情報等の伝達計画 

１・２ [略] 

３ 実施要領 

 (1) 伝達系統 

[略] 

【特定事象発生情報等伝達系統図】 

[別図] 

(2)・(3) [略] 

第３～第５ [略] 

第６ 避難・影響回避計画 

１ [略] 

２ 実施機関（責任者） 

 (1) 避難指示等 

実 施 

機 関 
担 当 業 務 

町本部

長 

１ 必要と認める地域の必要と認

める住民、滞在者その他の者に

対する避難のための立退き又は

屋内への退避の指示 

[略] 

県本部

長 

１ [略] 

２ 必要と認める地域の必要と認

める居住者、滞在者その他の者

に対する避難のための立退き又

は屋内への退避の指示 

[略] 

釜石海

上保安

部 

１ 必要と認める地域の必要と認

める居住者、滞在者その他の者

に対する避難のための立退き又

は屋内への退避の指示 

[略] 

[略] [略] 

 (2)・(4) [略] 

３・４ [略] 

第７ [略] 

 

 

修正 

理由 

 

○岩手県地域防災計画の修正に伴う修正 



本編 第４第５章 原子力災害対策計画 

頁 現計画 修正案 
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第４節 災害復旧計画 

第１ [略] 

第２ 健康確保等計画 

１ 基本方針 

 (1) [略] 

 (2) 及び町は、原子力災害により被害を受

けた町民等が、速やかに再起できるよう、

被災者に対する生活相談、義援金・救援物

資、災害弔慰金の支給、生活福祉資金の貸

付、失業者（休業者）の生活安定対策等、

県民の自力復興を促進するための各種対

策を講じ、早期の生活安定を図る。 

２～４ [略] 

第３ [略] 

 

第４節 災害復旧計画 

第１ [略] 

第２ 健康確保等計画 

１ 基本方針 

 (1) [略] 

(2) 県及び町は、原子力災害により被害を

受けた町民等が、速やかに再起できるよ

う、被災者に対する生活相談、義援金・救

援物資、災害弔慰金の支給、生活福祉資金

の貸付、失業者（休業者）の生活安定対策

等、町民等の自力復興を促進するための

各種対策を講じ、早期の生活安定を図る。 

修正

理由 

○所要の修正 



本編 第４第５章 原子力災害対策計画 

 [現計画] 

 【特定事象発生情報等伝達系統図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

国 

（内閣総理大臣） 

（原子力災害対策本部

長） 

（原子力規制委員会） 

原
子
力
事
業
者 

岩手県知事 

（総合防災室） 
関係課 

消防本部 

広域振興局等 関係 

出先機関 

市町村 

岩手県警察本部 

（警備課・通信指令

課） 

ＮＨＫ盛岡放送局 

（放送部） 

ＩＢＣ岩手放送局 

（報道部） 

テレビ岩手 

（報道部） 

岩手めんこいテレビ 

（報道部） 

岩手朝日テレビ 

（報道制作部） 

エフエム岩手 

（放送部） 

放
送 

各警察署 交番・駐在所 

住民 

指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関並びに公共的団体 

及び防災上重要な施設の管理者 

 

各漁業用 

海岸局 

宮古海上保安署 

釜石海上保安部 

（警備救難課） 

八戸海上保安部 

（警備救難課） 
各漁業用 

海岸局 

在港船 

在港船 

在港船 

（
指
示
機
関
） 

（
通
報
機
関
） 



本編 第４第５章 原子力災害対策計画 

 [修正案] 

 【特定事象発生情報等伝達系統図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○県組織改編に伴う修正 

国 

（内閣総理大臣） 

（原子力災害対策本部

長） 

（原子力規制委員会） 

原
子
力
事
業
者 

岩手県知事 

（復興防災部） 
関係課 

消防本部 

広域振興局等 関係 

出先機関 

市町村 

岩手県警察本部 

（警備課・通信指令

課） 

ＮＨＫ盛岡放送局 

（放送部） 

ＩＢＣ岩手放送局 

（報道部） 

テレビ岩手 

（報道部） 

岩手めんこいテレビ 

（報道部） 

岩手朝日テレビ 

（報道制作部） 

エフエム岩手 

（放送部） 

放
送 

各警察署 交番・駐在所 

住民 

指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関並びに公共的団体 

及び防災上重要な施設の管理者 

 

各漁業用 

海岸局 

宮古海上保安署 

釜石海上保安部 

（警備救難課） 

八戸海上保安部 

（警備救難課） 
各漁業用 

海岸局 

在港船 

在港船 

在港船 

（
指
示
機
関
） 

（
通
報
機
関
） 


